
(別紙様式第4）

大阪地裁管内

集計表令和 4年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し，内数として計上する。

2 全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し）一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。
(最刑一）



(別紙様式第4）

大阪地裁管内

大阪第一検察審査会起訴相当事件等事、後措置年報合和 4年第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （） を付し, ．内数として計上する。 (最刑一）
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し, それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

大阪地裁管内

大阪第二検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表

丘
起 餌

検 察 庁 裁 判

未 4旺 総

す
る
事
件
の
併
合

同
一
被
“
告
人
に
・
対

受理人員、
フ
ノ
フ 処理 ’人 員

← ー

胃 非 人
上＝

貝

新 へ
ロ|日 公 合 合刑不 起 維持訴 自 由 刑 罰 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ I 六 '｣、 十二 五 ［ 三 五を '」六

五
十
万
円
以
下

二二

済

訴

超
え
る
も
の

十
．
、
万
円

十
万
円
以
下

五 の－

年

疑 Ｌ
一 万 万 万

罪疑訴 月 年
呂
■ 年

万
円
以
下

議な不 の 円 円 円人
提 免
猶 な 未 以 以 以 以
十 ら 以 以 以

、 受
Ｌ
ｌ
》
三
口 起窒 亘

貝 決
、
ゴ
と
ノ予 ず ヨーL

bIし 也
三十

除 篝満
1

上 上 上 計 計 計下 下
上
ｌ
ヨ
ロ卜

蕊 蕊
譲遷謹 蕊 蕊 蕊

起訴猶予

蕊 喧
菱
嘉

一
霞

鍵篝 蕊
10 10 10 ､． 10躍

罫

灘

10

嫌疑不十分

蟻鴬譲 議黙

蕊 蕊 鐸驚
蕊 識嫌疑なし

蓄蕊 ￥■

蕊 蕊 蕊 蕊 蕊
罪とならず

■
・
一

籍 篝
鴎5鍵；

蕊
や 識F3．皐:奄

上△､少蹄 垂到

蕊
その他

鍵蕊驚
、拝

擢
1､｡L4 蕊

蕊蕊
,罫悪癖蕊

罐

蕊蕊 蕊蕊鍵蕊蕊 鍵蕊 蕊鱗鍵驚繍蕊蕊 蕊蕊蕊蕊
10 10 10 10 10

識
罪
溌
澪
薯

:'蕊
缶 毒

解
が
謡
艀

三
口 ｡,1

鴬部
窯曇 』

犀
も準

備
考

(注） 1

2

職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。
(最刑一）



(別紙様式第4）

大阪地裁管内

大阪第三検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。 (最刑

2． 全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する｡



(別紙様式第4）

大阪地裁管内

大阪第四検察審査会令和 4年 起訴相当事件等事後措置年一報第4表
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(最刑一）(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。
2 ‐全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には，同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

大阪地裁管内

堺検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表

起
検 察 庁 裁 3

未 無 す
る
事
件
の
併
・
・
合

同
一
被
告
人
に
対

総
受理人員 処 理 人 員 有 罪 人 ．'員

合新旧
〃、

塑母 合 合刑
不起訴維持 自 由 刑 罰 金

訴土．
比し 嫌 嫌 罪 |、そ

」
、
｜
ノ

』
、
｜
ノ 三 小

十
五
万
円
以
下

五
十
万
円
以
下

十 三

を
超
え
る
も
の

五
十
、
万
円

小二
『■

I■

済

訴

十
万
円
以
下

の
疑 と 万万 刀

罪訴 疑 年 年 年
呂
■ 月

讓な不 円円 円の
人

提 免
猶 な 未 以 以 以 以

ら十 以 以 以

受 受 起計 計 員 決 篝除 計
Ｌ
ｌ
ヨ
ー
ロ

、
丁
ノ
ブ ず 計予 他 満 上 計し 上 上 上 １

二
三
口下下 下

蕊
》

‘ ｜一 ’ ■起訴猶予

郷;露

蕊
1 2 ２ ２

I
嫌疑不十分

P

蕊
エ

超

嫌疑なし

含

喫

〃

弄

宰
与

霧

哩 期 ｿ

鍵雪" ｜ ｜ ｜ l l l l l l ・ ’
垂

罪とならず

｜ 幸： 博酔

壬

その他

鴬
1 ２ 21 ２ ＝

a
。
』
嘩
亀
時
唖

言4
口I

J1

鍔
漢

…

備
考

(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し，内数として計上する。 (最刑一）
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には，同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

大阪地裁管内

岸和田検察審査会令和 4年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し，内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には, 同欄に《》を付し， それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

京都地裁管内

集計表起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表
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職権審査事件であったものについては, （）を付し， 内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。
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(別紙様式第4）

京都地裁管内

京都第一検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表
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職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数と･して計上する。 ･
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には, ．同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。

(注） 1
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(最刑一）



(別紙様式第4）

京都地裁管内

京都第二検察審査会令和 4年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

京都地裁管内

宮澤検察審査会起訴相当事件等事後‘措置年報令和 4年第4表
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(最刑一）(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。
2 全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に, ［］を付し,一部執行猶予の言渡しがあった場合には, 同欄に《》を付し, それぞれ内数として計上する｡



(別紙様式第4）

京都地裁管内

舞鶴検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 ・ 4年第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に, ［］を付し；一部執行猶予の言渡しがあった場合には,、同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。
(最刑一）
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神戸地裁管内

集計表起訴相当事件等事後措置年報合和 4年第4表
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(注） 1

2
職権審査事件であったものについては， （）をｲ寸し， 内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する

(最刑一）



(別紙様式第4）

起訴相当事件等事後措置年報
神戸地裁管内

神戸第一検察審査会令和 4年第4表
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(注) 1{ 職権審査事件であったものについては, ()を付し；内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し， ．それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

神戸地裁管内

神戸第二検察審査会令和 4年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 1
． 2

職権審査事件であったものについては， （）を付し,． ‘内数として計上する。

全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。
(最刑一



(別紙様式第4）

神戸地裁管内

伊丹検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4‐年第4表
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(注） ］ 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

神戸地裁管内

姫路検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表
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(注） 職権審査事件であったものについては，
全部執行猶予の言渡しがあった場合には

(） を付し， 内数として計上する。

有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には, 同欄に‘《》を付し，それぞれ内数として計上する。
１
２

(最刑一）
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(別紙様式第4）

神戸地裁管内

豊岡検察審査会令和 4年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注) 1 職権審査事件であったものについては, ()を付し，内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に、 ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し， それぞれ内数として計上する。



(別紙様式第4）

奈良地裁管内
集計表起訴相当事件等事後措置年報令和 4 年第4表
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(最刑一）(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。

2 ．全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。
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該当なし
第4表

奈良地裁管内

奈良検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。 (最刑一）
全部執行猶予の言渡しがあ 有罪人員の該当欄に，)た場合には []:を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。２
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奈良地裁管内

葛城検察審査会起訴相当事件等．事後措置年報令和 4年第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。 (最刑一）
2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。

、
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大津地裁管内

集計表令和 4年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 1

2

職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し：それぞれ内数として計上する。

(最刑一）
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大津地裁管内

大律検察審査会令和 4年 起訴相当事件等事後措置年報第4表
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(注） 1 職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。 (最刑一）

2全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあつ･た場合には，同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。

b
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大津地裁管内

彦根検察審査会起訴相当事件等事・後措置年報令和 4年第4表
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(注） 職権審査事件であったものについては， (）を付し,･内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当楠に， ［］を付し,一部執行猶予の言渡しがあった場合には,、同欄に《》を付し， それぞれ内数として計上する。

害／坐一幸 一ユヘ】一一､ ､一

１
２ (最刑一）
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大津地裁管内

長浜検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表
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口
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Ｐ
羅
料
“
噺
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葛

鍵
距
雨

§ 蕊
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隅
Ｆ
１

画

計
ｈ
Ｌ
Ｆ

「

識蕊溌
蕊

剛咽
野

駅

備
考

職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する

(汪ノ 1

2
(最刑一）



(別紙様式第4）

和歌山地裁管内

集計表起訴相_当事件等事後措置年報令和 4年第4表

起
察 庁検 裁 判

未 無 総

す
る
事
件
の
併
・
合

同
一
被
告
人
に
対

受理人員 処 理 k 有 罪
ピコ

員Aへ貝

新 合|日 公 合 合刑
不・起訴維持 自 由 刑

ロ
刷
り

匡
雪
ロ 金

訴
起 嫌 嫌 罪 そ 小

」
、

一
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ノ

』
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五

三 五を 小五二

済

訴 十

超
え
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も
の

十
万
円

十 ぴ）ヒマ
羊1F ル

ー 万 万万

罪訴 疑 月 日 年 年 年
万 万． 万

議な 円小、 円 円の
人

提 免円
以
下

円
以
下

円
以
下
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十 ら 以 以 以

受 琴 計 起 計 貝 決 除 計 竺 計予 分 ず 他 満言L
pI 上 上 上 三l

pl上 計し 下下 下
1

灘 蕊
蹄

Ff F羊一己 ｡■ L~

灘
起訴猶予

賭

一

雨F鋪

蕊
發
一

慰
霊
鍵
雲

や

2 ］ ３ 3’ ３ 圏
魅

嫌疑不十分 、

" 衝

蕊
毒

窪

葵

誌 蕊鍵
嫌疑なし
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÷可▽■■ ■

啄盆鼻． 蝿蝉'どI

霧
》
輝
塞

顎
恋

蕊
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鍵驚

＋
罪とならず 砿‘（

毒
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零
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琴
垂
噴
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聖
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杢

1

ざ

蕊 鍵 蕊
評
唾
塞
識
垂
塗
篭

蕊 霞
2 1 qa

up 3 向

く

Ｕ

豊

ロ
‐
審
叫
蕊
諦
観

３

蕊
＝

蕃弱鶴議 ･浄［言-1.
口I

罫 壁

鱈 NE

聯；翼零 弓哩 判齪

備
考

一 %

(注） 1

2

職権審査事件であったものについては， （）を付し， 内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。

(最刑一）
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(別紙様式第4）

和歌山地裁管内

和歌山検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表

ﾇ塵

、
検 察 庁 裁 判

未 無 総同す受理人員処理区分 処 理 人 員 有 罪 人
＝

目
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．
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受
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pI 計
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､
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》

歩
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ザ唖

蕊
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霞
2 『氏;3 霊畠珍鬮

議
’ ３ 3 ３

識 蕊爵霧
閥

蕊
鋼
聴
醗

計

篭
驍験学

灘
し

麓蕊 ‘ ‘i感
ﾔ

軸

備
老

し

好

(注） 1
2
職権審査事件であったものについては， （）を付し，内数として計上する。
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあった場合には， 同欄に《》を付し，それぞれ内数として計上する。

(最刑一）
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(別紙様式第4）

和歌山地裁管内

田辺検察審査会起訴相当事件等事後措置年報令和 4年第4表
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(注） 1

，2

職権審査事件であったものについては， （）を付し，内数として計上する。 －
全部執行猶予の言渡しがあった場合には，有罪人員の該当欄に， ［］を付し，一部執行猶予の言渡しがあ-つた場合には，同欄に《》を付し， それぞれ内数として計上する。

(最刑一）


